
   三郷町定住化促進空き家建替補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内に所在する空き家の住環境を整備し、定住促進による地

域の活性化を図るため、老朽化した空き家を解体後、同一敷地内に自己の居住用

に新たに住宅を建築し、町に定住する方を支援するため、町長が予算の範囲内で

交付する補助金（以下「補助金」という。）について、三郷町補助金等交付規則

（平成１４年１２月三郷町規則第３３号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 空き家 町内に所在し、平成１２年５月３１日以前に建築された一戸建ての

住宅であって、１年以上人が使用していない住宅をいう。 

(2) 新築住宅 町内に所在する空き家を解体後、同一敷地内に自己の居住を目的

として新たに建築された住宅で、玄関、居室、便所、浴室及び台所（以下「生

活機能」という。）が設置され、当該延床面積が５０㎡以上である建築物をい

う。ただし、店舗等との併用住宅の場合は、生活機能の延床面積が全体の延床

面積の２分の１以上であることとする。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 空き家を購入又は取得した者で、２０歳以上の者。 

(2) 新築住宅に居住を開始した日（以下「居住開始日」という。）から当該新築

住宅に５年以上定住する予定の者 

(3) 新築住宅に居住を開始する世帯全員が町税（国民健康保険税を含む。以下同

じ。）を滞納していないこと。 

（補助金の交付対象経費） 

第４条 補助金の交付対象経費は、補助金の交付対象者が空き家を解体する工事及

び住宅の新築に要した工事等（以下「補助対象工事等」という。）に係る費用と

する。 

（補助金の額） 



第５条 補助金の額は、補助金の交付対象経費とし、１００万円を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象者が次の表の中欄に掲げる要件に

該当するときは、同表左欄に掲げる加算項目に応じ、同表右欄に掲げる額を加算

するものとする。 

加算項目 要件 加算額 

転入加算 補助金の交付対象者が補助金の交付申請日前１年

から実績報告日までの期間に当該新築住宅の所在

地に転入し、居住するとき。ただし、転入日の前

日から起算して過去３年以内に町の住民基本台帳

に記録されていた場合を除く。 

一律２０万円 

（補助金の交付申請） 

第６条 規則第３条の規定による補助金の交付申請は、三郷町定住化促進空き家建

替補助金交付申請書兼同意書（第１号様式）によるものとし、補助金の交付を受

けようとする者（以下「申請者」という。）は、空き家の解体工事着工前に次に

掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1) 空き家に係る不動産売買契約書及びその領収書並びに解体等工事に係る見積

書の写し 

(2) 新築住宅の工事に係る見積書の写し 

(3) 空き家の登記事項証明書等の写し 

(4) 新築住宅への居住予定者全員の住民票（申請日前３箇月以内のもの） 

(5) 空き家の位置図及び現況写真 

(6) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付の決定通知） 

第７条 規則第６条第１項の規定による補助金の交付の決定通知は、三郷町定住化

促進空き家建替補助金交付決定通知書（第２号様式）によるものとする。 

２ 規則第６条第２項の規定による補助金の不交付の決定通知は、三郷町定住化促

進空き家建替補助金不交付決定通知書（第３号様式）によるものとする。 

（補助事業の変更等の申請） 

第８条 規則第１０条の規定による補助事業の変更等の承認は、三郷町定住化促進

空き家建替補助金変更・中止承認申請書（第４号様式）によるものとし、次に掲

げる書類（中止の場合を除く。）を添えて、あらかじめ町長に申請しなければな



らない。 

(1) 変更後の補助対象工事等に係る費用の見積書等の写し 

(2) その他変更内容が確認できる書類 

（補助事業の変更等の承認の決定通知） 

第９条 規則第１０条の規定による補助事業の変更等の承認の決定通知は、三郷町

定住化促進空き家建替補助金変更・中止承認通知書（第５号様式）によるものと

する。 

（補助事業の実績報告） 

第１０条 規則第１３条の規定による補助事業の実績報告は、三郷町定住化促進空

き家建替補助金実績報告書（第６号様式。以下「実績報告書」という。）による

ものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

 (1) 新築住宅の工事請負契約書（工事内訳書を含む。）及びその領収書の写し 

(2) 補助対象工事等の完了後の現況写真。ただし、新築住宅の工事完了が補助対

象事業年度内に完了する見込みがない場合、当該新築住宅に係る建築確認済証

の写し等に代えることができるものとする。 

(3) 誓約書（第６号様式の２） 

(4) 新築住宅の居住者全員の住民票の写し（実績報告日前１４日以内のもの）等 

(5) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定通知） 

第１１条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定通知は、三郷町定住化促進

空き家建替補助金確定通知書（第７号様式）によるものとする。 

（補助金の交付） 

第１２条 規則第１６条第２項の規定による補助金の交付請求は、三郷町定住化促

進空き家建替補助金交付請求書（第８号様式）によるものとする。 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１３条 町長は、申請者が第３条第２号に規定する要件を欠くに至ったときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したと

きは、次の表の左欄に掲げる交付日からの経過年数に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる補助金の額の返還を命ずるものとする。 



交付日からの経過年数 返還を求める補助金の額 

１年未満 補助金の交付額の１００％ 

１年以上２年未満 補助金の交付額の８０％ 

２年以上３年未満 補助金の交付額の６０％ 

３年以上４年未満 補助金の交付額の４０％ 

４年以上５年未満 補助金の交付額の２０％ 

(補助金の返還) 

第１４条 規則第１８条の規定による補助金の返還命令は、三郷町定住化促進空き

家建替補助金返還命令書（第９号様式）によるものとする。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

付 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

  


